
東成区保育士人材バンク設置運営要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、東成区内の保育所（園）で働きたい方を支援するため、また区に

おける保育の担い手を増やし待機児童の解消に資するため、東成区保健福祉センタ

ーが実施する人材バンクの設置運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、東成区保健福祉センター内に東成区保育士人

材バンク（以下「人材バンク」という。）を設置する。 

 

（登録の対象者） 

第３条 人材バンクの登録者は東成区内の保育所（園）で保育士として就労を希望す

る者とする。 

 

（人材情報の登録） 

第４条 登録希望者は、様式１の「東成区保育士人材バンク登録申込書（以下「登録申

込書」という）」に必要事項を記入し、同意書に同意の上、東成区保健福祉センター所

長(以下「センター所長」という)に提出するものとする。 

２ 人材バンクに登録された者（以下「登録者」という。）に係る人材情報の登録期間は、

当該登録した日の属する年度の翌年３月３１日までの間とする。 

３ 登録者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取消したい場合には、様式２

の「東成区保育士人材バンク登録内容変更・取消届（以下「変更・取消届」という）」によ

りセンター所長に届けるものとする。 

また、登録者は、保育所（園）への採用が決まった際には、速やかに「変更・取消届」に

よりセンター所長に届けるものとする。 

４  センター所長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は登録者名簿か

ら削除することができる。 

（１） 変更・取消届により取消しの届け出があったとき 

（２）登録者として不適格と認められる事実が発生した場合 

 

（登録情報の提供） 

第５条 求人を予定し、前条第１項の登録者の情報の提供を受けようとする保育所（園）

は、様式３の「東成区保育士人材バンク登録者情報提供申込書（以下「情報提供申込

書」という）」によりセンター所長に申込むものとする。 

２ 人材バンクは、保育所（園）から前項の申込みがあったときは第４条の登録申込書

（写）を提供する。 

 



（留意事項） 

第６条 人材バンクは、登録者に対し求人のある保育所（園）をあっせん・紹介したり、

保育所（園）に対し登録者をあっせん・紹介するものではない。 

２ 保育所(園)は、採用の際には児童福祉施設最低基準等配置基準の遵守に留意す

ること。また、勤務条件などについては登録者と保育所（園）との合意によるものであり、

トラブルが生じてもセンター所長はその責任を負わない。 

３ 保育所（園）は、提供された登録申込書（写）を適切に管理しなければならない。 

 

（庶務） 

第７条 人材バンクの庶務は東成区保健福祉センター保健福祉課（福祉担当）におい

ておこなう。 

 

（個人情報の保護） 

第８条 東成区保健福祉センターの職員は、大阪市個人情報保護条例に基づき、登

録された情報を適正に取り扱わなければならない。 

また、登録者の情報の提供を受けた保育所（園）は、提供された個人の情報を他人に

知らせるなど、当要綱の目的外使用をしてはならない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項はセンター

所長が定める。 

 

附則 

この要綱は平成２５年３月１９日から施行する。 



年 月 日

（ ） －

（ ） －

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

【資格・免許】

職 種 （ 業 務 名 ）

【職歴】（新しいものから順にご記入ください。）

月まで

勤 務 先 名

保 育 士 資 格 の 有 無

）

写　　　真
（4ｃｍ×3ｃｍ）

フ リ ガ ナ

氏 名

上半身・正面・脱帽

電 話 番 号

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

撮影したもの

現 住 所
（

期 間

月から
月まで

昭 ・ 平 ・ 令
昭 ・ 平 ・ 令

月から

月から

昭 ・ 平 ・ 令

昭 ・ 平 ・ 令
月まで

月まで

現 在 の 勤 務 先

昭 ・ 平 ・ 令

昭 ・ 平 ・ 令 月

月

昭 ・ 平 ・ 令

昭 ・ 平 ・ 令

昭 ・ 平 ・ 令

昭 ・ 平 ・ 令 年

月年

年

取 得 日

月

資 格 名 ・ 免 許 名

年

昭 ・ 平 ・ 令

月から

月まで

月から
昭 ・ 平 ・ 令

昭 ・ 平 ・ 令
昭 ・ 平 ・ 令

　　　　　有　　・　　無

（連絡先）

　認可保育所の経験（通算　　　　　　年）経 験 年 数

　　　　　　有　（勤務先名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　　無

－郵便番号

（自宅）

様式１

東成区保育士人材バンク登録申込書

　　東成区保育士人材バンク設置運営要綱の規定により、次のとおり人材バンクに登録を申し込みます。

東成区保健福祉センター所長　様

令和

年 日生 歳月

登録者番号

男 ・ 女

過去3ヶ月以内に



1．勤務時間について
　（　）
　（　）

２．勤務時間について（希望するものに○、複数可）
　（　）
　（　）

【申込みの動機及び目的】

　

印

①できるかぎり長く働きたい。
②短期間でのみ働きたい。【希望期間　　　　月　～　　　　月】

②短時間勤務希望　【希望時間　　　　　　時　～　　　　時】

署名

（１）東成区内の保育所（園）から求人のため東成区保健福祉センターに情報提供の依頼があった場合、
申込書（写）を提供すること。

（２）登録内容に変更があった場合、東成区保健福祉センターに届け出ること。

（３）長期間にわたり理由なく連絡がとれない場合、登録者の同意なく登録を削除すること。

（５）その他「東成区保育士人材バンク設置運営要綱」に定める事項に関すること。

令和　　　年　　　月　　　日

（４）登録することにより就労を保証するものではないこと。

【勤務の希望について】

勤務期間について

　私は、東成区保育士人材バンクに登録するにあたって、次の事項に同意します。

①フルタイム希望　

希望されるものに○をして下さい。

同　　意　　書



□ 内容変更（変更箇所のみ記載）

〒 - 〒 -

□ 取消

□ 就労先の決定
※

（ ）

□ その他

様式２

連絡先

住　所

その他

変更前 変更後

東成区保育士人材バンク登録内容変更・取消届

令和　　　年　　　月　　　日

東成区保健福祉センター所長　様

　　東成区保育士人材バンクにおける登録について、次のとおり届出します。

フリガナ

氏　名

保育所（園）取　消
理　由

住　所

氏　名　　　　　　           　　　　　　　　　　　　印

（ 東成区内の保育所（園） ・ その他 ）
就労先が東成区内の保育所（園）の場合は、施設名をご記入ください。



様式３

当保育所（園）の保育士求人のため、東成区保育士人材バンクに登録している方の申込書の

閲覧及び下記の方の申込書（写）の提供を申込みます。

なお、提供された個人の情報を上記の理由以外で使用いたしません。

提供を希望する登録者番号

東成区保育士人材バンク登録者情報提供申込書

令和　　　年　　　月　　　日

保育所（園）名                               　　　　　

代表者氏名                                    　　  　　印

東成区保健福祉センター所長　様


